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2026年
ＪＡＦ国内競技車両規則

第 1 条　総　則
　本規則は、国内で開催されるＪＡＦ公認競技会に参加するすべての車両の製作、改造に適用され、競技車両の安全確保、
性能均衡による競技の安全性の維持等の取り扱いに関する必要な事項を定めることを目的とする。
　公道使用の競技会に参加する車両の改造は道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）（以下「保安基準」と
いう）に従い、これを限度とする。
　ＪＡＦは規定の変更を行う権利を留保する。
　安全性の確保を目的とした変更は予告無く即時適用される。

第 2 条　本規則の構成
　本規則の構成
　第１編　　レース車両規定
　　部門Ⅰ：量産車両（公認車両および登録車両）
　　部門Ⅱ：競技専用車両（ナショナルフォーミュラ）
　第２編　　ラリー車両規定
　第３編　　スピード車両規定
　第４編　　カーボンニュートラル活動に関する共通規定
　第５編　　細則

第 3 条　規則の適用
　ＪＡＦ国内競技車両規則は、第１条、第２条の通り構成されており、それぞれの競技の内容、参加車両に従い、別表に
より適用される。
　なお、競技によっては本規定ではなく「2025年国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項」が適用される。
　また、本文書中の見出しおよび字体は、参照を容易にするためのみのものであり、本技術規定の一部を成すものではな
い。



別 表
− 国内競技車両規則対応表 −

参加車両

競技の内容

量 産 車 両 競技専用車両

自動車登録番号標付 自動車登録番号標無
フォーミュラ
プロトタイプ等
改造車両

ク
ロ
ー
ズ
ド
サ
ー
キ
ッ
ト

レ ー ス
スピードＳＡ車両規定ま
たはスピードＢ車両規定
に準ずる

レ　ー　ス　車　両　規　定

ジ ム カ ー ナ

ス ピ ー ド Ｐ 車 両 規 定
スピードＰＮ車両規定
ス ピ ー ド Ｎ 車 両 規 定
スピードＳＡ車両規定
ス ピ ー ド Ｂ 車 両 規 定
スピードＡＥ車両規定

スピードＳＡＸ車両規定
スピードＳＣ車両規定 ス ピ ー ド Ｄ 車 両 規 定

ダ ー ト
ト ラ イ ア ル

サーキット
トライアル

ド リ フ ト

ヒルクライム

公
道

スピードＰ車両規定
スピードＰＮ車両規定
スピードＮ車両規定
スピードＳＡ車両規定
スピードＢ車両規定
スピードＡＥ車両規定

ラ リ ー ラ リ ー 車 両 規 定

※なお、競技によってはＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則Ｊ項に従う。


